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SDGs で共に創る　持続可能な行方

女
性
１
３
９
６
円
（
全
体
１
７
９
５

円
）
に
対
し
、
２
０
２
０
年
に
は
男
性

２
０
１
９
円
、
女
性
１
５
６
５
円
（
全

体
１
８
６
３
円
）
と
格
差
が
拡
大
し
て

い
ま
す
。

３
．
非
正
規
雇
用
の
格
差
と
特
徴

　
非
正
規
雇
用
の
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て

は
、
男
女
で
違
い
が
あ
り
ま
す
（
権
丈

２
０
２
０
）。
日
本
の
非
正
規
雇
用
の

割
合
と
年
齢
を
見
て
み
る
と「
胃
袋
型
」

と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
（
図
）。
男

性
は
、
若
年
層
と
高
年
齢
層
が
高
く
、

中
年
層
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
、
女
性
は
年
齢
に
伴
い
上
昇
し

て
い
ま
す
。
国
際
比
較
で
見
る
と
、
こ

う
し
た
非
正
規
雇
用
の
男
女
差
は
日
本

に
特
徴
的
と
さ
れ
ま
す
。
欧
米
で
は
女

性
の
非
正
規
雇
用
の
パ
タ
ー
ン
は
男
性

に
近
く
、
全
年
齢
の
非
正
規
雇
用
比
率

も
男
女
で
大
差
は
な
い
と
さ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
関
連
で
世
界
経
済
フ
ォ
ー

ラ
ム
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数

を
見
る
と
、
日
本
の
経
済
分
野
（
雇
用

を
含
む
）
の
男
女
格
差
が
目
立
ち
ま
す

（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
２
０
２
２
）。
２
０
２
２
年
の

日
本
の
総
合
順
位
は
、
１
４
６
カ
国
中

１
１
６
位
と
な
っ
て
お
り
、
先
進
国
の

中
で
最
も
低
い
水
準
で
す
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数
は
４
つ
の
分
野

１
．
非
正
規
雇
用
の
推
移

　
非
正
規
雇
用
は
日
本
で
は
大
き
な
問

題
と
な
っ
て
お
り
、
今
や
全
雇
用
の
４

割
弱
、
女
性
に
至
っ
て
は
半
分
以
上
と

な
っ
て
い
ま
す
。
非
正
規
雇
用
に
は

パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
社
員
、

嘱
託
等
が
含
ま
れ
ま
す
。
以
下
、
非
正

規
雇
用
と
賃
金
、
男
女
格
差
に
着
目
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ま
ず
、
正
規
雇
用
と
非
正
規
雇
用
の

過
去
30
年
間
の
推
移
に
つ
い
て
見
て

み
ま
し
ょ
う
（
令
和
２
年
版
『
厚
生

労
働
白
書
』）。
雇
用
者
に
占
め
る
非

正
規
雇
用
の
割
合
が
、
１
９
８
９
年

の
19
・
１
％
か
ら
２
０
１
９
年
に
は

38
・
３
％
と
、
約
２
倍
に
増
え
て
い
ま

す
。
男
女
別
で
見
る
と
、
非
正
規
雇

用
の
割
合
が
１
９
８
９
年
に
男
性
８
・

７
％
、
女
性
36
・
０
％
で
あ
っ
た
も
の

が
、
２
０
１
９
年
に
は
男
性
22・９
％
、

女
性
56
・
０
％
と
な
っ
て
お
り
、
差
が

あ
り
ま
す
。

２
．
非
正
規
雇
用
と
賃
金

　
次
に
、
非
正
規
雇
用
と
賃
金
に
つ
い

第
31
回

非
正
規
雇
用
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

行
方
市
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
茨
城
大
学
教
授　
野
田 

真
里

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
（
厚
生
労
働
省

「
非
正
規
雇
用
の
現
状
と
課
題
」）。
短

期
雇
用
で
な
い
一
般
労
働
者
に
つ
い

て
、
２
０
２
２
年
の
時
給
ベ
ー
ス
で
見

た
場
合
、
正
社
員
・
正
職
員
の
平
均

賃
金
が
１
９
７
６
円
で
あ
る
の
に
対

し
、
非
正
規
の
場
合
は
１
３
７
５
円
と

約
６
０
０
円
の
差
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
55
歳
～
59
歳
の
年
齢
層
で
見
て
み

る
と
、
正
社
員
・
正
職
員
が
２
３
８
７

円
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
正
規
は

１
３
３
８
円
と
約
１
０
０
０
円
の
大
き

な
差
が
あ
り
ま
す
。
上
述
の
通
り
非
正

規
雇
用
の
割
合
が
増
え
て
い
る
中
で
、

非
正
規
は
正
規
よ
り
も
賃
金
が
低
い
の

で
、
全
体
と
し
て
の
賃
金
の
上
昇
は
困

難
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
８
「
適
切
な
雇
用
と

経
済
成
長
」の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
８・５「
同

一
労
働
同
一
賃
金
」
を
測
る
上
で
の
指

標
は
「
労
働
者
の
平
均
時
給
（
性
別
、

年
齢
、職
業
、障
害
者
別
）」（
外
務
省「
Ｓ

Ｄ
Ｇ
ｓ
グ
ロ
ー
バ
ル
指
標
」）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
性
別
で
見
た
場
合
、
日
本

は
２
０
１
０
年
が
男
性
１
９
７
８
円
、

に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
は
教
育

１
位
、
健
康
63
位
と
上
位
で
あ
る
の
に

対
し
、
経
済
１
２
１
位
、
政
治
１
３
９

位
と
な
っ
て
い
ま
す
。
経
済
分
野
の
男

女
格
差
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る

と
、
労
働
参
加
率
83
位
、
同
一
労
働
の

賃
金
格
差
76
位
、
推
定
所
得
１
０
０

位
、
管
理
職
等
１
３
０
位
と
な
っ
て
い

ま
す
。

【
訂
正
】�

本
連
載
第
29
回
３・４
行
目
の

目
標
４
は
誤
植
で
、
正
し
く

は
目
標
５
で
す
。

出典：権丈（2020）

図　男女別・年齢階層別の非正規雇用比率（2008 年、2018 年）


